
 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例第９

条第１項第２号の規定に基づく許可基準 

 

 

（目的）  

第１条  この基準は、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る

制 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ６ ２ 年 条 例 第 ４ ０ 号 。 以 下 「 地 区 計 画 条

例」という。）第９条第１項第２号の規定に基づく許可に関して必

要な事項を定め、適正な都市機能と健全な都市環境を確保すること

を目的 とする。なお、地区計画で定める当該区域の整備・開発及び

保全の方針に適合することはもとより、本基準を満足するだけでな

く、敷地の位置、敷地の周囲の土地利用状況等から適切に地域の実

情等を勘案し、市街地環境について総合的に配慮した計画とするこ

と。 

 

（適用の範囲）  

第２条  この基準は、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専

用地域における計画建築物に適用する。  

 

（敷地）  

第３条  敷地分割によって生じる不適合となる敷地は１とし、当該

敷地の面積は、当該地区計画において定められた建築物の敷地面

積の最低限度の数値に８／１０を乗じた数値、かつ、１２５平方

メートル以上であること。 

 

（敷地の周囲）  

第４条  敷地の２辺以上が広い公園、広場、道路（幅員６メートル

以上）その他の空地に敷地の外周の長さの１／２以上接すること

。なお、敷地が広い道路のみに接している場合、当該道路の１は

幅員８メートル以上でなければならない。 

 

（階数）  

第５条 計画建築物は、地階を除く階数が２以下であること。 

 

（建ぺい率）  

第６条  計画建築物の建ぺい率は、建築基準法第５３条の規定によ

る建ぺい率の限度（地区計画条例第７条で建ぺい率の最高限度を

定めている場合はその数値）に９／１０を乗じた数値以下である

こと。 

 

 



 

（外壁の後退距離）  

第７条  敷地内の全ての建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

敷地境界線までの距離が、１．５メートル（広い公園、広場、道

路（幅員６メートル以上）その他の空地側の敷地境界線において

は、１メートル）以上確保されていること。 

 

附則 

この基準は、平成１０年 １月２０日から施行する。 

 

附則 

 この基準は、平成１９年１０月３１日から施行する。 

 


